
新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
第２回 事業者説明会  

平成28年2月16日  

 

野田市保健福祉部介護保険課 



本日の説明会の位置づけ 
○今回の説明会は、主に次の説明を中心としています。 

  

 ●対象 

   居宅介護支援事業所 

 

 ●主な内容 

   ・総合事業について 

   ・事業対象者の決定 

   ・総合事業の留意点 

   ・契約・請求 

   ・介護予防ケアマネジメント 

   ・基本チェックリストの考え方 

   ・介護保険申請書類における個人番号の記載について 

 

  ＊ 今回の説明は、説明会開催時点での内容です。追加・修正等が  

   あった場合は、改めてお知らせします。 
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 総合事業について 
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総合事業移行のポイント 
 

◎平成２８年３月１日から総合事業を開始。（３月実施分から移行） 

◎これまで介護予防給付として実施していた介護予防訪問介護、  

 介護予防通所介護を、同じ基準のまま総合事業に移行。 

◎現行のサービス利用者のうち、認定更新となる方から順に毎月 

    移行。１年かけて全部の移行対象者が総合事業に移行。 

◎基準や単価（加算、負担割合等も含む）は、現行の介護予防給付 

 と同じ。 

◎契約書、重要事項説明書等の準備が必要。 

◎請求は、これまで同様、国民健康保険団体連合会を通して行う。 

 （サービスコードが変わります）。 

◎多様なサービスは、今後検討。 
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総合事業の対象者について 

①平成２８年３月以降に，新規・区分変更・更新により要支援認定を
受けた方 

（認定有効期間の開始年月日が平成２８年３月以降の要支援者） 

②平成２８年３月以降に，基本チェックリストで事業対象者と判定さ
れた方 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月１月 ２月 ３月 ４月

例２
現在の認定有効期間
H27.7.1～H28.6.30

例３
新規申請

平成２９年 平成３０年平成２８年

例１
現在の認定有効期間
H27.3.1～H28.2.29

H28.3.1から総合事業

H.28.6.30まで予防給付 H28.7.1から総合事業

認定有効期間の開始年月日から総合事業
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サービス名称 第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護に相当する事業） 

対象者とサービス提供
の考え方 

〇既にサービスを利用しており，サービスの継続が必要なケース 

〇身体介護、生活援助が必要なケース 

〇以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース 

・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 

・退院直後で状態が変化しやすく，専門的サービスが特に必要な者等 

サービス内容 〇現行の介護予防訪問介護のサービスを基準とし，訪問介護員（専門職）による身体介護・生活
援助 

実施方法 〇事業者指定（国保連を経由した審査・支払） 

報酬単価の考え方 〇介護予防訪問介護における報酬と同等 

限度額管理の有無 〇有（国保連で管理） 

人員・設備・運営基準 〇介護予防訪問介護における基準と同等 

算定単位 月額包括単価 

＊ただし，月の途中でサービス提供開始又は終了した場合は，日割コード×サービス提供日数 

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ Ａ１（平成27年4月1日みなし指定）／ Ａ２（平成28年3月1日指定） 

単価 

※加算等も含め，詳細
は別紙サービスコード
表を参照 

〇国が規定した訪問型サービス（みなし）の算定構造，単位数と同等 

 ※1単位 10.21円 

■訪問Ⅰ：週１回程度    月１,１６８単位（ １１,９２５円） 

■訪問Ⅱ：週２回程度  月２,３３５単位（ ２３,８４０円） 

■訪問Ⅲ：週２回を超える程度   月３,７０４単位（ ３７,８１７円）  

加算等 〇国が規定した訪問型サービス（みなし）と同等 

■初回加算  ■生活機能向上連携加算  ■介護職員処遇改善加算     等 

対象 ■訪問Ⅰ：要支援１・２・事業対象者  ■訪問Ⅱ：要支援１・２・事業対象者 

■訪問Ⅲ：要支援２ 

利用者負担 介護給付の利用者負担割合（報酬の１割。ただし，一定以上所得のある利用者は２割） 

野田市が実施する訪問型サービス／概要・人員基準 

＊事業対象者・・・基本チェックリストの実施によって総合事業を利用する、総合事業の対象者のこと 
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サービス名称 第１号通所事業（旧介護予防通所介護に相当する事業）     

対象者とサービス提供の
考え方 

〇既にサービスを利用しており，サービスの継続が必要なケース 

〇集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース 

サービス内容 〇現行の介護予防通所介護のサービスを基準とし，以下のサービスを提供 

  生活機能向上のための機能訓練，レクリエーション，入浴 等 

実施方法 〇事業者指定（国保連を経由した審査・支払） 

報酬単価の考え方 〇介護予防通所介護における報酬と同等 

限度額管理の有無 〇有（国保連で管理） 

人員・設備・運営基準 〇介護予防通所介護における基準と同等 

算定単位 月額包括単価  

 ＊ただし，月の途中でサービス提供開始又は終了した場合は，日割コード×サービス提供日数 

サービスコード  Ａ５（平成27年4月1日みなし指定）／ Ａ６（平成28年3月1日指定） 

単価 

※詳細は別紙サービスコ
ード表を参照 

〇国が規定した通所型サービス（みなし）の算定構造，単位数と同等 

  ※１単位 10.14円 

■通所Ⅰ：週１回程度   月１,６４７単位（１６,７００円） 

■通所Ⅱ：週２回程度   月３,３７７単位（３４,２４２円） 

加算等 〇国が規定した訪問型サービス（みなし）と同等 

■運動器機能向上加算  ■口腔機能向上加算  ■介護職員処遇改善加算     等 

対象 ■通所Ⅰ：要支援１・事業対象者   ■通所Ⅱ：要支援２ 

利用者負担 介護給付の利用者負担割合（報酬の１割。ただし，一定以上所得のある利用者は２割） 

野田市が実施する通所型サービス／概要・人員基準 



 事業対象者の決定 
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事業対象者の決定① 

〇被保険者から相談目的(希望サービス)を確認する。 
≪要支援1相当の総合事業のみを希望する場合≫ 
 要介護認定等申請と基本チェックリストの実施の2つの方法があることを説明し、 
どちらを選択するか確認する。原則として、要介護認定等申請を勧める。 
⇒要介護認定等申請希望の場合、申請を案内する。 
⇒基本チェックリストの実施を希望した場合、担当包括を案内する。 
※明らかに要介護状態である場合、又は要介護認定を必要とするサービスを希望の 
 場合は要介護認定等申請を案内する。 
※第2号被保険者は、要介護認定等申請を案内する。          

〇改めて総合事業の趣旨を説明し、相談内容を確認する。 
※必要に応じて要介護認定等申請を案内する。 
〇基本チェックリスト実施を希望した場合、基本チェックリスト実施申込書に記入してもらう。 
〇担当包括が、本人と直接面接で基本チェックリストを実施する。 
※H28年度は、新規の基本チェックリスト実施希望者については、原則として担当包括が実施する。 

〇基本チェックリストの点数を算出し、事業対象者の基準に該当するか判断する。 
 基本チェックリストを実施した場合でも、介護保険申請が必要と判断した場合は、要介護認定等申請を案内。 
◎事業対象者基準に該当しない場合…民間サービスや一般介護予防事業等を紹介する。 
◎事業対象者基準に該当した場合……アセスメントシートで本人状況の聞き取りを実施し、介護予防ケアマネジ
メント依頼届を記載してもらう。並行して、包括内で地域ケア個別会議を実施することを説明する。  
  

■相談・聞き取り・総合事業の説明（介護保険課・支所・出張所・地域包括支援センター） 

 

 

 
■基本チェックリストの実施（担当地域包括支援センター） 

 

 

 
■事業対象者の特定 

 

要支援認定者 

 
認定更新時、認定
の更新 又は基本
チェックリストを
選択 

認
定
申
請 
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10 

事業対象者の決定② 

〇事業対象者基準に該当の場合、基本チェックリスト、
介護予防ケアマネジメント依頼届、被保険者証（あれ
ば）を介護保険課に提出する。 
〇事業対象者基準に非該当の場合は、基本チェックリ
ストのみ介護保険課に提出する。 

〇介護保険課にて資格の確認をし、事業対象者を決定す
る。被保険者に介護保険被保険者証、介護保険負担割合
証を発送する。 

〇ケアマネジメント担当者が訪問し、契約及び重要事項説明等を行う。アセスメントに基づきケアプランを作
成し、適切なサービスが提供され、本人が自立できるよう必要な支援を行う。 

〇地域包括支援センターにおいて、基本チェックリ
ストによる事業対象者基準に該当した者について、
地域ケア個別会議を開催し、自立支援のためのケア
マネジメントについて検討する。 

■基本チェックリスト及び介護予防ケア       
 マネジメント依頼届（必要者のみ）の提出 
 

 

 
 

■事業対象者の決定 
 （資格確認及び被保険者証の発送） 
 

 
 
■介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用開始 
 

■地域ケア個別会議の実施 
 

 

 
■事業対象者の特定 

 



総合事業の留意点 
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住所地特例者の取扱いについて 

＊介護予防支援または介護予防ケアマネジメントの実施の際は、被保険者 
 証の住所欄を必ずご確認ください。住所欄が野田市であれば総合事業実 
 施の対象となります。 

   保険者市町村  施設所在市町村 利用できるサ
ービス  

①  給付のみ実施  給付のみ実施  給付  

②  給付のみ実施  総合事業を実施  総合事業  

③  総合事業を実施  給付のみ実施  給付  

④  総合事業を実施  総合事業を実施  総合事業  

【住所地特例対象者に対して提供されるサービス】 

  住所地特例対象者に対する総合事業については、居住する施設が
所在する市町村（以下「施設所在市町村」という。）が行う。した
がって、他市町村の被保険者であっても、野田市に施設がある住所
地特例対象者については、野田市の総合事業のサービスを提供する。  
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遠隔地（住民票とは異なる市町村に居住されている方）の取扱い 

〇実際の居住地が遠隔にある要支援者・事業対象者の介護
予防支援，介護予防ケアマネジメントについては、当該
住所地の地域包括支援センターが、居宅介護支援事業所
への委託を活用し、要支援者，事業対象者の居住地の居
宅介護支援事業所に介護予防ケアマネジメント業務を委
託する方法などが考えられる。その場合，保険者市町村
の定める基準に従って行うものとする。 

 
《留意事項》 
 野田市以外に住民票がある利用者（保険者が他市町村）を担当する場合 
には，保険者が総合事業を開始しているか否かで対応が変わりますので， 
必ず保険者に確認をお願いいたします。（平成28年3月時点で変更となる 
可能性もあります。） 



他市に所在する事業所によるサービス提供 

○野田市の被保険者が野田市在住のまま、他市の事業所の 

 サービスを受ける場合、以下のようになります。 

（1）現行相当サービスを実施する事業所 

   事業所がみなし指定を受けていれば、野田市在住の被保 

  険者が、他市の総合事業によるサービスを利用することが 

  可能です。みなし指定を受けていない場合は、事業所が野 

  田市の指定を受けた後、総合事業のサービスを利用できま 

  す。 

（2）緩和した基準のサービスを実施する事業所 

   野田市は緩和した基準のサービスを実施していないため、 

  野田市在住者は当該サービスの利用はできません。 
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サービス利用開始又は認定更新時期における費用負担 
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 チェックリストと介護予防ケアマネジメントによりサービスを利用できる時期と、要支援認定又は要介護認定
の時期がずれる場合におけるサービスに要した費用の支払いは、以下のようになる。 

●要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係 

  給付のみ 給付と総合事業 総合事業のみ 

非該当 
事業対象者 

全額自己負担 

 給付分は全額自己負担。 
 介護予防ケアマネジメント 
 も含めた総合事業分は 
 総合事業費より支給。 

 介護予防ケアマネジメント 
 も含めて、総合事業費より 
 支給 

要支援認定 予防給付より支給 

 介護予防ケアマネジメントを含 
 めた給付分は予防給付より支 
 給。  
 総合事業分は総合事業費より 
 支給。 

 介護予防ケアマネジメント 
 も含めて、総合事業費より 
 支給 

要介護認定 介護給付より支給 

 介護予防ケアマネジメントを含 
 めた給付分は予防給付より支 
 給。 
 介護給付サービスの利用を開 
 始するまでのサービス提供分 
 は総合事業費より支給。 

 介護給付サービスの利用 
 を開始するまでのサービス 
 提供分は総合事業費より 
 支給 
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〇サービス事業に関する費用の支払について 
 要介護認定等を受け、認定結果が出る前にサー
ビス事業の利用を開始していた場合、認定結果
が要介護１以上であっても、認定結果が出た日
より前のサービス事業利用分の報酬は、総合事
業より支給されるものとする。 

 
〇事業対象者としてサービス事業からサービスを
提供された後、要介護認定を受けた場合には、
介護給付サービスの利用を開始するまでの間に
あっては事業対象者として取り扱う。 

 
  ＊ サービス事業・・・ここでは、総合事業に移行したホームヘルプ及びデイサービ 
            スを示します。 
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暫定プランに基づいたサービス利用における留意点 

〇要介護者は「サービス事業」のサービスを利用すること
はできない。また，要介護認定は，その申請日に遡り認
定有効期間が開始される。 

〇そのことから「サービス事業」のサービスを利用した事
業対象者が要介護に認定された場合に，その利用した費
用の全額が自己負担になることを避けるため，介護給付
の利用を開始するまでの間はサービス事業によるサービ
スの利用を継続することが可能となっている。 

〇地域包括支援センターは，要介護認定の結果を待つ間，
サービス事業によるサービスを利用した介護予防ケアマ
ネジメントを行う場合，居宅介護支援事業者等の介護支
援専門員と連携・調整し，利用者の全額負担となるよう
なケースを発生させないよう留意すること。 
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参考例（厚生労働省 Ｈ.27.3.31版Ｑ＆Ａ） 
Ｑ：基本チェックリストによりサービス事業対象者として介護 
 予防ケアマネジメントを申請し，総合事業の訪問型サービス 
 を利用していた者が，要支援認定申請を行い，介護予防支援 
 の暫定プランに基づいて総合事業の訪問型サービスと福祉 
 用具貸与を利用していたところ，要介護１と判定された場合 
 は，総合事業の訪問型サービスの利用分は全額自己負担とな 
 るのか。 
 
Ａ：要支援認定申請と同時に，給付サービスである福祉用具貸 
 与の利用を開始しているため，申請日に遡って，要介護者と 
 して取り扱うか，事業対象者のままとして取り扱うかによっ 
 て，以下のような考え方となる。 
①要介護者として取り扱うのであれば，事業のサービスは利用 
 できないため，総合事業の訪問型サービス利用分が全額自己 
 負担になり，福祉用具貸与のみ給付対象となる。 
②事業対象者のままとして取り扱うのであれば，総合事業の訪 
 問型サービスの利用分を事業で請求することができ，福祉用 
 具貸与が全額自己負担となる。 
 



総合事業請求の際のサービスコードについて 
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サービス
種類
コード

サービス種類名 野田市での名称 内容

A1 訪問型サービス・みなし
平成27年3月31日以前に
介護予防訪問介護の指定
を受けている事業所。

A2 訪問型サービス・独自
平成27年3月31日以前に
介護予防訪問介護の指定
を受けていない事業所。

A5 通所型サービス・みなし
平成27年3月31日以前に
介護予防通所介護の指定
を受けている事業所。

A6 通所型サービス・独自
平成27年3月31日以前に
介護予防通所介護の指定
を受けていない事業所。

AF 介護予防ケアマネジメント 第１号介護予防支援事業
総合事業サービス事業のみ

利用の場合の
介護予防ケアマネジメント

介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類

第１号事業（旧介護予防訪
問介護に相当する事業）

第１号事業（旧介護予防通
所介護に相当する事業）



野田市における地域単価 

サービス種類コード ７級地の単価 

  Ａ１ （訪問型サービス・みなし） １０.２１円 

  Ａ２ （訪問型サービス・独自） １０.２１円 

  Ａ５ （通所型サービス・みなし）  １０.１４円 

  Ａ６ （通所型サービス・独自） １０.１４円 

  ＡＦ （介護予防ケアマネジメント） １０.２１円 
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                  ＊ 野田市は、平成２８年２月現在７級地 

 ◎ Ａ２・Ａ６は、平成２７年３月３１日までに県の指定を受けておらず、 

  改めて市の指定を受ける事業者にお使いいただきます。 
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介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援 

サービス事業のコードは別添資料参照 

 

 

 

 
 

 

 

＊ 野田市では、月額包括報酬の単価で請求をしていただきます。その場合、サー 

 ビスの利用開始・終了時など例外的に日割り請求を行うパターンがありますので、 

 別添の月額包括報酬の日割り請求にかかる適用の資料にてご確認ください。 

＊ サービスコードのＣＳＶファイルは、改めて野田市ホームページに掲載します。 

種類 項目

介護予防ケアマネジメント AF ２１１１ ４３０単位

初回加算 AF ４００１ ３００単位
小規模多機能連携加算 AF ６１３１ ３００単位
介護予防支援費 ４６ ２１１１ ４３０単位
初回加算 ４６ ４００１ ３００単位

小規模多機能連携加算 ４６ ６１３１ ３００単位
介護予防ケアマネジメント AF ２１１１ ４３０単位

初回加算 AF ４００１ ３００単位
小規模多機能連携加算 AF ６１３１ ３００単位

要支援１・２

介護予防支援費

介護予防ケアマネジメント費
（ケアマネジメントA）

※サービス事業のみ利用の場合

サービスコード
区分 単位

事業対象者
介護予防ケアマネジメント費

（ケアマネジメントA）
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介護予防ケアマネジメントの加算の取扱いについて① 

〇.初回加算 
 現行の指定居宅介護支援，指定介護予防支援における基

準に準じて算定できる。 
(1)新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合 
 （契約の有無に関わらず，介護予防ケアマネジメントの

実施が終了して2ヶ月以上経過したあとに，介護予防ケ
アマネジメントを実施する場合を含む） 

(2)要介護者が要支援認定を受け，あるいはサービス事業
対象者として介護予防ケアマネジメントを実施する場合 
 

 《留意点》 
予防給付を受けていたものが，要支援の認定有効期間の満了の翌月から，
サービス事業対象者として総合事業のサービス利用に移行するときは，
初回加算の算定を行うことが出来ない。 
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〇介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

 ・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に出向き，利
用者のサービス事業等の利用状況の情報提供を行うこと
により，当該利用者の介護予防小規模多機能型居宅介護
における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作
成に協力を行った場合に算定を行うもの。 

 ・ただし，６ヶ月以内に当該加算を算定した利用者につ
いては算定できない。また，当該加算は，利用者が介護
予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にの
み算定することができる。 

介護予防ケアマネジメントの加算の取扱いについて② 



＊ 事業対象者の支給限度額は要支援１と同じです。要支援２並みの 

  サービスが必要な方には、要介護認定をお勧めください。 24 

利用者区分 サービスの組み合わせ ケアマネジメント費等の区分 支給限度額

事業対象者 サービス事業のみ
介護予防ケアマネジメント費

（様式第七の三）

５，００３単位
（要支援１と
　　　同じ）

予防給付のみ
介護予防支援費
（様式第七の二）

予防給付+サービス事業
介護予防支援費
（様式第七の二）

サービス事業のみ
介護予防ケアマネジメント費

（様式第七の三）

予防給付のみ
介護予防支援費
（様式第七の二）

予防給付+サービス事業
介護予防支援費
（様式第七の二）

サービス事業のみ
介護予防ケアマネジメント費

（様式第七の三）

介護予防ケアマネジメント費の区分及び支給限度額について

要支援１

要支援２

５，００３単位

１０，４７３単位
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総合事業の問い合わせ先 

野田市保健福祉部 介護保険課 

介護予防係 

 

〒278-8550 野田市鶴奉７番地の１ 

電話  04－7125－1111 (内線2186） 
Fａｘ  04－7123－1095 
E-mail kaigo@mail.city.noda.chiba.jp 

 

http://grpw.jnoda01.local/ITf7/mail/make.asp?task=quick&addr=kaigo%40mail%2Ecity%2Enoda%2Echiba%2Ejp

